
 

群馬東部水道企業団工事検査成績評定要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、群馬東部水道企業団建設工事検査規程（平成２８年群馬東部水道企業

団訓令第２号）第１４条の規定による工事成績評定（以下「評定」という。）に関し必要

な事項を定め、厳正かつ的確な評定を実施し、もって請負者の適正な選定及び指導育成に

資することを目的とする。 

（対象工事及び工事成績表の作成時期） 

第２条 評定は、１件の請負金額が２００万円超の建設工事を対象とする。 

２ 工事成績採点表（別表第１）は、工事担当課において工期終了日までに該当事項を記載

し、検査担当課長に提出する。 

（評定の方針） 

第３条 評定は、正確な資料及び事実を基礎として、現場の条件、特殊事情等を勘案し客観

的に行わなければならない。 

（評定者） 

第４条 評定は、次に定める者をもって評定者とする。  

工事完成までの過程については、工事担当課の監督員及び総括職員（監理委託の場合は受

託者の意見を求めて評定する。）  

２ 工事が完成した場合は、検査担当課の検査員  

３ 指定検査員により検査した場合は、指定検査員 

（評定の結果の通知） 

第５条 企業長は、検査担当課長から完成検査の報告があったときは、遅滞なく当該工事の

請負者に対して、評定の結果を通知しなければならない。 

（評定の修正） 

第６条 企業長は、前項の評定結果を通知した後、評定を修正すべきと認めるときは、評定

を修正し、その結果を当該工事の請負者に通知しなければならない。 

（説明請求等） 

第７条 第５条の通知を受けた者は、通知を受けた日から１４日以内に書面により、 企業

長に対して評定の内容について、説明を求めることができる。  

２ 企業長は、前項の説明を求められたときは、書面により回答しなければならない。 

（評定の内容） 



 

第８条 評定は、次に揚げる項目について行うものとする。  

項 目     細 別  

⑴ 施工体制   Ⅰ 施工体制一般  

Ⅱ 配置技術者  

⑵ 施工状況   Ⅰ 施工管理  

Ⅱ 工程管理  

Ⅲ 安全対策  

Ⅳ 対外関係  

⑶ 出来形及び出来ばえ   Ⅰ 出来形  

Ⅱ 品質  

Ⅲ 出来ばえ  

⑷ 工事特性   Ⅰ 施工条件等への対応  

⑸ 創意工夫    Ⅰ 創意工夫  

⑹ 社会性等    Ⅰ 地域への貢献等  

⑺ 法令遵守等 

（評点） 

第９条 各審査項目の評点は、別表第１に定めるとおりとする。 

（採点） 

第１０条 評定者は、審査項目の基準ごとに、自らの責任において評定を見出し、工事成績

表の該当欄に採点し、それを基に細目別採点表（別表第２）により評点合計を算出する。 

この場合評定者は、関係職員に協議を求めることが出来る。  

２ 採点にあたっては、監督員確認事項(チェックリスト)を考慮するものとする。また、「工

事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、請負業者から実施状況を提出できる

ものとし、提出があった場合はこれを考慮するものとする。 

 （評定）  

第１１条 工事成績の評定は、前記審査項目により評点されたものの合計をもって別表  

第３により評定する。  

（評定結果の公表等）  

第１２条 評定結果は、群馬東部水道企業団ホームページにおいて、工事請負業者別に前年

度工事成績平均点一覧表により公表するものとする。  

２ 公表の時期は、毎年度、当該年度に実施した完成検査及び成績評定について結果を取り



 

まとめ、当該年度終了後、速やかに行うものとする。 

３ 公表した内容に関する問い合わせには、応じないものとする。  

４ 評定結果（成績表）の保存期間は、５年とする。  

（その他）  

第１３条 この要領の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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別紙３

別表第３（第１１条関係）

　　　工事成績は、評点の合計に応じ、下記のとおり評定する。

評　定 内　　　　容

評 定 基 準

評　定　点

８ ０ 点 以上 Ａ
他の模範となる優秀な工

事

７ ５ 点 以上
８ ０ 点 未満

Ｂ 施工が適切で良好な工事

６ ５ 点 以上
７ ５ 点 未満

Ｃ 標 準 的 な 工 事

６ ０ 点 以上
６ ５ 点 未満

Ｄ 改 善 を 要 す べ き 工 事

６ ０ 点 未満 Ｅ 施 工 状 況 が 不 良 な 工 事

 


